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淺野 ：地 域 環境問 題 にお け る 「地元 」

地域環境問題 に お ける 「地元」
　　 一

中海干拓事業を事例 として
一

淺野　敏久

（広島大学）

　地 域環境問 題 に お い て 「地 元」や 「よ そ者」とい う言葉 を耳 に す る 。ど ち らが 正 しい と単純 に

判断すべ きもの で な く、分 け る こ とで 問 題 を解決 で きる もの で もない 。それ に もか か わ らず、関

係者が自らの 当事者 と して の 正当性 を高め 、対立 者の それ を低め る方便 と して 用 い ら れ て い る。

本 稿 で は 中 海 干 拓問 題 を通 じ、　「地元 」が 空 間 的な 意味 で ど う使 われ て い る の か、事業推進派 と

反対派の 立 場か ら捉えた。

　行政は、当事者地域 を、県や 市町村 を単位 と して、事業の 影響を受 け る か ど うか で な く、事業

の 対象地が あ るか ど う か で 定 め る，、一方、反 対運 動 に も当事者 として の 「地元 」意識がある 。 た

だ し、その 範囲を設定せ ず、曖昧な 「地元」概念 を 臨機応変 に使い 分 け る 。 県や流 域 を代表す る

運動 で ある と主張す る
一

方 で 、問題 を追求す る 際 に は湖 と関わ る生 活圏 を想定す る。　「地 元」概

念 は、開発が らみ の 環境問題 に お い て 事業推進派
・
反対派の 双方 に とっ て戦 略的 な資源 の ひ とつ

で ある 。 想定す る 当事者範囲の 違い が 環境問題 に つ い て の 相互 理解や 合意形成 を妨 げ る と も考 え

られ る 。 計画論と して の 当事者の 空間的線引 きにつ い て、その 是非を問 うこ とは もちろ ん、それ

を用 い る の で あれ ば その 方法や あ り方 につ い て 議論 す る こ とが 必要 で あ る
。

キ
ー

ワ
ー

ド　中海、宍道湖 、公共事業、環境運動、地域性

1．は じめ に

IA，環境問題に お ける 「地元」と 「よ そ者」

　人間は 、 化学物質を排出す るような 目に見えな い 形で環境 を変える こ ともあれば 、 目に 見える

土 地や空間の 改変 も行 う。 環境の 変化はそれだけで環境問題 となる こ とはな い 。 ある現象を問題

として提起 する主体が 存在 し、そ れ を共通 の 問題 と して認識する 人々 が現れ 、 なん らか の行動が

起 きる レベ ル に まで広が っ て環境問題 に なる。土地 の 改変は時 として さまざまな社会問題に発展

す る 。 現在、大規模公共事業に伴 う環境改変が全国的な問題 に な っ て い る 。
こ れ ら地域開発にか

ら む環境問題を具体的に 理解 し解決策を探 るため に は 、問題 を地域か ら切 り離すこ とは で きな

い
。 対象 となる場所 の 持つ 機能や意味、利用価値な どが問われ る とともに 、開発事業 の 背景や 問

題 を提起 した主体、それ を自分た ちの こ とと認識 した 人 々 が 、そ の 地域 と不可分な存在だか らで

あ る 。

　本稿で は、環境変化 を社会問題 化する存在の ひ とつ である住民運動に注目し、住民運動 と地域

との 関わ りにつ い て 考える 。 こ れ まで 淺野 （199e，　1997，1998）は 、 土 地利用 や地域計画へ の 関

心か ら、そ れ に影響 を与える存在として の住民運動、特にそ の地域1生に つ い て論 じて きた 。 ここ

で は こ れ らを踏 まえて環境問題 における 「地元」に つ い て 考察する 。
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　鬼頭 （1996，　1998）は、　「よそ者」論にお い て 「地元」に つ い て 言及 して い る 。　「よそ者」を

環境運動に普遍的な視野を提供 し、当た り前だか ら気づ かな い 自分たちの 自然との 関わ りを再認

識するな どの 、新た な視点 を外か ら導入する役割を果たす存在と捉 え （鬼頭，1998：44）、　「地

元」を環境運動に お い て 自然の 災害や過疎とい っ た地域的な問題 に論拠 をお く存在 と捉える 。

「よそ者」と 「地元」の 関係は 固定的で なく、　「地元」の 持つ 地域的視点と 「よそ者」の 導入す

る普遍的視点が 絡み 合 うように相互 に変容を遂げ、お互 い に ダイナ ミ ッ ク な関係を持 ちうる （鬼

頭 ，
ig98；53） 。 論考に際 し鬼頭 は、い くつ か 想定で きる 「よそ者」概念の うち 「利害や理 念 の

点にお い て、当該地域の 地域性 を越え 、 普遍性 を自認 して い る 人」　（鬼頭，1998 ：44）とい う面

に注目し 、 どこ で暮 らして い るか、い つ か ら暮 ら して い る かは恣意的で ある として 重 きを置 い て

い ない 。

　 「地元」 と 「よそ者」は
一対 と して 成 り立つ の で 、こ の視点で 「地元」 を捉えれば、ど こ にい

つ か ら住ん で い るかは二義的なもの とい うこ とになる 。 しか し、本稿で は、あえて 恣意的な線引

きに よっ て つ くられ る 「地元」につ い て事例を通 じて 考える 。 「地元1 が恣意的 で あ るとい うの

は 、　「地元」とい う当事者地域 の 範囲 として 、誰 もが納得で きる明確 な線を地図上 に引 くこ とは

不可能で 、 意図 したか どうか にかか わ らず、関係する各主体の 都合に 応 じて 範囲が想定される に

す ぎな い とい うこ とで ある 。

　 「地元」は 、 開発賛成派が環境運動 の 担 い 手に対 して 「よそ者」 とい うス テ ィ グマ を投げつ け

る拠 り所 として使われる だけで はな く、 環境運動の担 い 手 自身が 自らを正 当化し運動を広げる手

段 として も使われて い る 。 曖昧な 「地元」の概念は、事業推進派 ・反対派双方の 自己正当化の た

め に使われ て お り、地域 の環境問題 を理解する上 で重要な視点になる 。 また、地域計画における

当事者設定や住民参加な どを考える場合にも 「地元」の使われ方や そ の 問題点 を検討す る こ とは

有意義で ある 。 鬼頭の 「よそ者」論 と は方向が 異な る m が 、幅広い 分野か ら 「地元／ よそ者」

論 に ア プ ロ ーチ し、議論 を深め る こ とも必要で あろ う。

1．2．空間圏域 としての 受益圏 ・受苦圏

　とこ ろ で 、　「地元」に は立場や戦略に よ りさま ざまな範囲設定の 仕方があ り、そ の ずれが問題

を起こ した り、か み合わな い 議論の原因 に なる こ とが ある。地域の環境問題 を圏域概念のずれ に

注 目して 理解 しよ うと す る 見方と して 、受益圏 ・受苦圏の 考え方が あ る （船橋
・長谷川 ほか，

1985；舩橋 ，
1995） 。 本稿に お い て も、　「地元」の 範囲 を設 定する基準の よ りど こ ろ と して 、受

益圏 ・受苦圏 の 視点は有効 と考える 。

　こ れ まで に論 じられ て い る受益圏 ・受苦圏の 考え方で は 、圏域 を必ず しも空間的なもの に 限定

せず、社会的属性 として理解する こ ともで きるが 、 本稿で は空間的な広が りと して の 圏域に焦点

を絞 る 。 言 い 換 える と、当事者の 空間的範囲 を意識 して環境問題 における 「地元」 とは何か を考

えた い 。

　当事者の 範囲と して 空間的な線を引 くこ とは恣意的にならざるをえない が、計画立案や交渉の

過程 で は 、空間的な範囲が設定 され、それが前提に なる こ とが多い
。 また、環境運動 に お い て 、

当事者で あ る こ とをい か に ア ピー
］レす るかは重要 な戦略にな っ て お り、住民投票の 請求や さまざ
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淺野 1地 域環境 問題に お け る 「地元 」

まな訴訟 もそ の ひとつ と考え られ る 。 こ の よ うな場面で当事者の 空間的範囲は、論争の 主題 に は

な らない が、大 きな問題 に な る 。

　本稿の 課題 は、事業推進派と反対派が 、 それぞれ どの ように 当事者の 空間範囲 と して の 「地

元」 を定め 、 使 い 分けて い る の か 、また、そ れがそ れぞ れ の 主張にお い て どの よ うな意味を持

ち、どの よ うな効果 をもた らして い るの か を示す こ とで ある 。

　 「地元」は 「地元の 声」 とか 「地元の代表」などとして用い られるが、時に 「地域住民」とも

言 い 換え られる 。 こ の 場合は 「地域住民」が生活 して い る範囲が 「地元」とみ なせ る 。 こ の よう

に 「地元」を意識 して い て も 「地元」の 語が用 い られ る とは限 らない 。

　本稿で は積極的に使 われた 「地元」の 語や 「地元」か否かが直接問題に な っ た こ とを手が か り

に論 を進め る の で はな く、計画や 各種の 行動 ・主張に お い て 意識 された と思われる空間的な範囲

に注 目する 。 事業の 推進 派や反対派に とっ て の 「地元」は、個別の 主張や行動の 中に表現 され て

い る と考え 、 それぞれ の 活動の 地域的展開や主張か らうかがわれる空間的範囲の意識に つ い て事

例 をみ なが ら明 らか にす る 。

　本論 となる3、4節で計画や反対運動の展開 を淡々 と記述 して い る ような印象を与えるか もしれ

な い が、そ こ で 描 こ うと して い る こ とが 「地元」 と意識 さ れ る空間 の 具体的な姿で ある と考え

る 。

2．中海干拓事業と研究対象地域

　本稿は、反対運動 に よ り開発事業が 中断 した 中海干拓事業を取 り上 げる 。 以 下は、1988年 と

1997年に行っ た現地 で の 関係者か らの イ ン タ ビュ
ーと、事実関係を編年的 に整理す るため に用 い

た新聞記事、そ の他、書籍 、 論文 、 報告書 、 機関誌 、
パ ン フ レ ッ ト、意見書などを分析 した結果

に基 づ い て記述 して ある 。

　 　 　 　 　 　 な か う み 　 　 　 し　 ん 　 じ　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 r“ L・

　対象 とする 中海 ・宍道湖周辺地域は斐伊
．
川 の 下流域に あ り 、 水害の 危険に さらされ て きた反

面 、 汽水湖で ある中海 ・宍道湖の豊かな水産資源に恵まれ て い る 。 宍道湖 の シ ジ ミ漁は今なお全

国
一

の 漁獲をあげて お り、湖の 淡水化が問題 にな っ た時、宍道 湖漁協
C2 ） は反対運動の 中心的存

在とな っ た 。 また、こ の 地域 は、山陰の 中心地の ひ とつ に数えられる もの の 、全国的にみれ ば産

業経済は低迷 して い る 。 企業立地が進まず強 い 産業が育たな い ため公共事業へ の 依存度が 高 く

［3 ）

、こ の こ とが大規模公共事業が らみ の 環境問題が発生する 下地に なっ て い る。

　中海干拓事業は こ の ような地域に計画された 。
こ の 事業は 、 1954年以来 「先進的農業地域 を創

設する とともに、周辺農家の経営合理化 を図 るた め、中海に2，500haの 大規模干拓 を行い 、あわ

せ て中海 ・宍道湖 の 残水域 15，000haを淡水化 し、 干拓地 と沿岸既耕地約7，300haの 農業用水を確保

する こ とを目的」　 （農林水産省中海干拓事務所，1982）と して 進め られて きた 。 ただ、農業を取

り巻 く環境の 変化に より、事業完了後の h地利用方針は稲作か ら畑作 ・畜産 に変わ り、さらに農

地利用か ら都市的な利用を想定する まで に なっ て い る 。 漁業者や周辺住民などに よ る強力な反対

運動に よ り、1988年に淡水化は凍結され、積み残され た財政的 な問題 と本庄工区干陸に つ い て は

現在なお検討が続い て い る 。
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　中海干拓事業は、淡水化凍結ま で と本庄工 区干陸が議論 され て い る現在 とで 争点や 登場す る主

体 な どが若干異なる 、 そ こ で 、 宍道湖 の 淡水化を中心 に反対運動が盛 り上が り、淡水化無期延期

となる 1988年まで の出来事や その 間に提起され た諸問題を 「淡水化問題」 とし、そ の後 、 本庄工

区干陸の 是非が主 に議論 され て い る現在の 状況を 「本庄工 区問題」、両者をあわせ て 「中海干拓

問題」 と呼ぶ こ とにする 。 淡水化問題 に つ い て は島根大学地域分析研究会編 （1982） 、 竹下

（1989）、保母 （1989 ）、保母 ・川上 （1997）、淺野 （1997）、本庄工 区問題 につ い て は淺野

（1998）に主な争点や経緯が まとめ られ て い る 。

　淡水化問題ぞは中海干拓事業の全般的な影響が論じられたが、特に宍道湖 の 淡水化が 注目され

た 。 1970年代に水門な ど主要施設 は完成 した もの の 、淡水化後の水質悪化が 懸念 され、国は、関

係する 自治体に淡水化を試行 し様子 を見なが ら事業を進め る こ とを提案した 。
こ れ に対 し、

シ ジ

ミ漁 に影響が 出る こ とを恐 れ た宍道湖漁協が異 を唱え、淡水化試行反対 を決議 し、半年で 約3．8

万人の 署名を集める署名活動 を行 っ た （1981年） 。 これ を機に松江や米子な どを中心 に反対運動

が立 ち上が り、2度の 島根県へ の直接請求 u ）
や 30万人署 名、湖上

・湖岸で の 抗議行動など、反

対運動は拡大 して い っ た。鳥取 ・島根両県は淡水化試行延期 を国に求め ざる を得な くな り、1988

年に淡水化は無期延期 に な っ た 。

　淡水化試行延期申し入 れ後、両県は国と協定 を結び、そこ に は淡水化を当面延期する こ と、本

庄工 区以外の干拓地 を完工 する こ と 、 本庄工 区に つ い て は判断を保留し再検討する こ と、事業費

の 償還 に つ い て プ
ール計算で あっ た事業費を工 区区分 し両県の分担 を決め、本庄 工 区以外の償還

を始め る こ とが盛 り込 まれた 。 そ の 後、本庄工 区に つ い て 、本庄工 区土地利用検討委員会の ネイ

チ ャ
ー

リサ
ー

チ都市構想 （1990年）、本庄工 区土地利用懇話会の 案 （1995年） 、 島根県の 田園都

市構想 （1995年末〉と次 々 土地利用案
15 ）

が 示され、1996年3月に島根県は 「地元」の 合意は得

られ た と国に対 して事業再開を要請 した 。 しか し、住民運動や 米子市の 反対などがあ り、国は事

業の本庄工 区干拓の 総合的 な評価 を行うため の 2年間 の 調査を行うこ とを決め た 。 1999年3月 、 調

査は終了 し、最終判断を下すため の 委員会が設置され検討が進 め られて い る。

3．淡水化問題 に お ける 「地元」

3．1．行政的な当事者地域
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ほ ん l／t う　 　 いや 　 　 　 ひ こ な 　 　 やす ぎ

　 ヰ1海干拓事業の受益地は図1に示 した5市7町に ある 。 中海で は 、 本庄 、 揖屋 、 彦名 、 安来 、

ゆ み が は ま

弓浜の約2，500haの 干拓が計画 され、干拓地 と弓浜半島などにある既存の 農地の 潅漑用水 と して

淡水化 した中海の 水を使うこ とが計画され て い る 。 中浦水 門と本庄工区を取 りま く堤防によ り両

湖 と日本海は 隔て られ る が、こ れ は湖内の 島で ある 八束町と松江や境港を結ぶ 道路 として も使わ

れ て い る 。

一
方、宍道湖で は干拓 は行われず 、 斐伊川河 口 で淡水化した宍道湖 の 水を用 い た大規

模 な土地改良を行 うこ とが計画された 。

　計画上、事業の 当事者は国と鳥取 ・島根の 両県、それ と受益市町であ る 。 淡水化が主 な争点と

なっ た1988年 まで は 、県が国の 淡水化試行に合意するか否かの段階で 事業が中断 して お り、県は

県議会 と5市7町 の 合意を受け て 判断 を下す こ とに な っ て い た。　「地元 の 合意」とは議会 と市町が
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図1　 中海干拓問題 に 関 わ る 地域
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合意する こ とで あっ た。判断 を求め られ た市町 は受益地 の 有無で決まり、影響の 有無 とい う視点

か らは選ばれ て い ない
。 た だ し、こ の時は受益地が沿岸各地にあるため、受益市町と受苦市町と

に大 きなずれ はなか っ た 。

　影響の 程度は場所に よ っ て 異な り、対応の 仕方は市町ごと に差が あ っ た 。 水源が 決まらな い ま

ま土 地改良事業を始め た宍道 湖西岸の 平田市と斐川町 は事業推進 を強 く求めた 。 同 じく農業用水

をこ の事業に頼る中海東岸の 米子市 と境港市は、事業推進 を求め る農業団体 と、水害の危険性 と

水質悪化 を懸念す る市民 団体 の 双方か らの 板挟み にな っ た 。 また、松江 市では、主な争点が淡水

化に な っ て い たため 、 本庄工 区の利用価値 よ り宍 道湖淡水化 に よる悪影響 、 す なわ ちシ ジ ミ漁へ

の影響 と水都 ・松江の 環境悪化へ の 懸念が強 く、関係市町をまとめ る 立場に あ りなが ら事業推進

を率先 して主張で きなか っ た 。 温泉とシジ ミ漁に関わる住民が多 く、事業の 受益地が小 さい 玉湯

町で は他に先駆けて 淡水化反対 を表明 した 。

　県の レ ベ ル で は島根県が淡水化問題 の 主役 とな っ た。事業の 大部分 が島根県側 で計画 され て い

る こ とに 加え、対象地が 県の 中核地域 にある こ とが 鳥取県 との ス タ ン ス の違 い に つ なが っ た と考

えられる 。 島根県は議会へ の 直接請求な ど反対運動の矢面に 立た された 。 鳥取県は請願や 陳情は

寄せ られる もの の 、直接請求や県都で の 大規模抗議集会などは なく、む しろ 鳥取県側で 矢面に

立 っ た の は米子市で あ っ た 。

　なお 、 図2に淡水化問題 をめ ぐっ て構成 されて い る 「地元」の見取 り図 を示す 。
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図2　淡水化 問 題 を め ぐる 「地元」の 構成
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b ： 商工 業団体 （商工 会議所．青年会 議所 等）

c ： 漁業関係団体 （漁協 等 ）

d ； 革新系団体 （労組、生協等 ）

e ：市民団体等 （自然 保 護、女性 、町 内会等 ）

＊ 各団体 の所在地 は事務 局 （または リーダー）

の所在地で示 してあ る

＊図中の 高さは本問題に 関する各派の 組織化の

階層 を示す。労組 な ど全県 的組織 で あ っ て も

遅絡総織の
一
構成団体であれ ば下段 に示 した

3，2，反対運動の 地域的展開

3．2．1．主張の 地域的重 み づ け

　反対運動が活発化する 1984年に は個 々 の 団体 を 「ゆ る やか に」束ね る 「中海 ・宍道湖の淡水化

に反対する住民団体連絡会」　（以下 「住民団体連絡会」）が組織 され、宍道湖漁協を母体 とす る

「宍道湖の水 を守る 会」　（以下 「水 を守る会」）はそ の 中心 の 一翼を担 っ た 。 こ の他の 主な団体

として 「中海 ・宍道湖の 淡水化 を考え る 会」、　「中浦水門の しめ切 りに反対する会」、　「島根の

自然を守 る会」、 「ふ るさとの 自然を守る住民会議」　（以下 「住民会議」）などが ある 。 会の 名

称か らも淡水化に反対する とい う主張が強い こ とがわかる 。
こ の こ とは名前だけ で な く実際の 活

動か ら も読み とれ る 。

　反対運動は 「地域 の 多数派に なる」こ とを大 きな課題と し、漁協や労働団体、青年会議所、宗

教団体、町内会、各地 の 自然保 護団体な どを取 り込ん だ。そ の た め に さまざまな立場か ら関心が

寄せ られ る淡水化に焦点を絞 っ たと考え られ る 。 運動が大 きくなる に つ れ、宍道湖 の 淡水化に
一

層注目が集まるよ うに な っ た 。 淡水化の 争点は、漁業へ の 影響、生態系へ の 影響、富栄養化に よ

る生活環境の 悪化 と観光地 ・松江 へ の 影響などで ある 。 影響の 認識は団体 や個人 によ っ て 違 う
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が、淡水化反対は 共通 の 目的にな っ た 。

　 ただ し結果は 別 に して、反 対運動は事業全般へ の 異議申し立てであ り、事業の必要性 や公共事

業の意味 を問うこ とを含め 、 考え られ るさまざまな懸念を表明 して い る 。 中海側が強 く懸念 した

の は中浦水門 を閉め切る こ とで水害の 危険1生が増 すこ とだ っ たが、水害の 問題 は宍道湖沿岸と中

海沿岸で利害が対立する 。 水害を切 り離して取 り上げる の で はな く、水門を締め て ダム 化する こ

とに焦点 をあて る こ とで 、宍道湖 の 淡水化 も中海沿岸 の 水害 も同 じ問題に帰着 させ る こ とがで き

た。水門 を締め なければ よ い か らで あ る 。

　 そ もそ もこ の 段階で は 中海干拓事業は 一
連 の 事業と認識 され て お り、 淡水化で きなけれ ば それ

を水源 とする干拓事業は当然進め られない と考えられた 。 反対運動の戦略 として 、事業推進の最

大の弱点であ る水質へ の 影響 を攻めて淡水化を中止 に追 い 込 もうとい う意図があ っ た 。
こ の こ と

も淡水化反対に 焦点が絞 られ た大 きな理由の ひ とつ で ある 。

　先に 「地域の 多数派になる」ことが運動の 課題 とされ た と書 い たが 、これ は反対運動の リ
ー

ダー等が活動方針と して 語 っ た こ とで ある 。 こ の 「地域」が反対運動に とっ て の 「地元」で あ

る。しか し、そ の 範囲は明確に示され る こ とはな い
。 請願や直接請求な どで は名目上それぞ れの

県や 、範囲の 明示さ れ ない 両湖周辺地域の 住民 を代表する 立場 をと っ て い る 。

一
方、争点の 絞 り

方から判断する と、宍道湖沿岸、特に水都 ・松江や宍道湖の 漁業者の 生活圏に強 い 関心が寄せ ら

れ て い る 。
ゴ ズ （ハ ゼ）釣 りや 散策な ど水辺 に親 しみ 、水の ある ふ る さとの 風景 に愛着 を持 つ

人 々 、ある い は 湖 か ら 生 活の 糧 を得て い る 人 々 が住ん で い る 地域、そ れが反対運動の 主張す る

「地元」で ある と考 え られる 。

3．2．2．反対運動の 空間的な広が り

　通常 、 こ の種の運動は構成員 を居住地に よっ て規定 しない の で 賛同者は誰で も参加で きる 。 そ

もそもこ の運動は全国 レ ベ ル の 運動である 。 さらに反対運動の 主張は、突き詰めれば特定の 地域

に 限定 され る もの で はな く、
一

般性の ある問題提起に な っ て い る 。 しか し、争点の提起の仕方だ

けで な く、構成員 の 分布や連絡組織などの 体系、活動 の 仕方や戦略な どに 、空間的な構造が認め

られ 、 地域が 表現 され て い る 。

　反対運動は複数の 団体に担わ れ 、そ れ ぞ れ が 「住民団体連絡会」に まと ま っ て い る
。 構成団体

は 、 労働組合な ど構成員の職業上 の つ なが りで組織 され て い る もの 、 趣味や信仰上 の つ なが りや

町内会などの地縁に よる もの、別 の目的で組織され て い た団体な どがある。構成団体が活動して

い る地域を 「地元」の範囲と考え る ならば、こ れ らの 団体の 事務局の 多 くが松江市内にある こ と

（島根県内23団体中 19団体）、　 「住民団体連絡会」が島根県側 の 団体と鳥取県側 の 団体に分か れ

て 組織 され て い るこ とに特徴が ある 。 島根県の 団体は直接 「住民団体連絡会」に加盟 して い る

が、鳥取県の 団体は 「住民 会議」に統一
され

〔6〕 、 「住民会議」が 1構成団体 と して 加盟 して い

る 。 松江で行 われ る会合に鳥取県側か ら頻繁に は参加 しに くい こ とに加え、県へ の対応を考える

と、ひとつ の 組織にまとまっ て い て も、実際に は働 きか け先を鳥取県と島根県に分け、それぞれ

行動する必要が あ っ たか らで あ る 。

　 こ の 運動は直接請求を戦略 として 取 り入 れた先駆けであ る 。 直接請求に関 して 、島根県側 と鳥

取県側 で対照 的な行動がみ られ た 。 島根県側で は、こ の 問題 を全県的な問題と規定 し、 それ を広
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く認知 させ る こ とに成功 した。そ の 現 れ としで 、県 に対する 2度の直接請求を全県か ら広 く署名

を集め て行 っ た 。

一
方 、 鳥取県側で は 、 中海の 問題が県西部の 問題 とい う域を出 られ な か っ た た

め、直接請求は米子市に対 して 行われ た 。 その 際に全県組織で ある 「住民会議」が米子市で の 直

接請求署名を支援 した 。

　こ の 運 動に お い て は、県が交渉先 として 重要で あ り、運動を県民の運動と位置づ けようとした

戦略上 の 必要に もよるが、自らを組織す る際に県 とい う空間的範囲 を重視 して い る 。 市町の 枠は

あ ま り意味がな く、もともと母体が市町を単位 とする組合など以外は、それ とは無関係に職業や

趣味、主 義主張な ど に 基 づ い て 人が集ま っ て い る。

　反対運動に お ける 「地元」は、運動を束ねる際に は 、範囲は漠然 として い る が生活空 間の 中に

湖の存在 を認め る湖周辺住民で あ り、 運動体が 自らを位置づ け対外的に ア ピー
ル する際に は、漠

然 と した流域住民 とい う表現 と同時に、県民 とい う枠組み が使われ る 。

4．本庄工 区問題 にお ける 「地元」

4．1，行政的な当事者地域

　本庄工区問題 で は、中海干拓事業全体で は なく本庄工 区 （1，689ha、利用可能面積は約1，400ha）

とい う特定の 場所を、行政は議論の対象に して い る 。 こ れは 1988年の協定でそれ まで
一
体的に扱

われ て い た各工 区 ・施設が別 々 に 処理 される こ とになっ た こ とに よる 。 利子が膨 らむ こ とへ の対

応 として 当然な処置だ が 、事業の
一

体性が軽視 される こ とに な っ た。特に淡水化 の 結論 を出さな

か っ た こ とは 、 土地改良事業と漁業振興の 両 面で 問題に な っ て い る 〔7 ）

。 工 区別に論 じられ る こ

とに なっ た ため 、行政上 の 当事者は 、 島根県 と松江市、八束町 、美保 関町 に 限定され 、こ れ が

「地元」市町になる 。 本庄工 区の 干陸が治水上問題に な ると懸念する他 の 中海沿岸市町は 、 淡水

化問題時に は中海干拓事業の 当事者 （受益者）として県の 政策判断に際 し意向を問われたが 、 本

庄工 区に限定された こ とで 、こ の件の 直接の 当事者に な らな くな っ た 。 受益地 の 所在だけで当事

者が決 まる ため、事業に よる影響は変わ らな い の に政策決定における位置づ けが変わ っ て しま っ

た。非受益市町 は知事に市町の 意見を聞 くよう注文をつ け、米子市では市 ・議会とも反対の 姿勢

を示 して い る 。

　…
方、当事者と され る松江市で は、本庄地 区に と っ て はまさ に 地先 の 事業で あるが、中心市街

地か ら見れば 、 中海は山 の 向こ うにある。淡水化に関 して宍道湖の 環境悪化が 問題に な っ た時 と

比べ て様相が変わ っ て い る 。 淡水化問題で は反対の オ ピニ オ ン リ
ー

ダ
ーと な っ た松江青年会議所

は淡水化と本庄工区は別である と事業推進を支持 して お り、観光業へ の 懸念などか ら慎重な姿勢

を示 して い た松江商工会議所も 「100年宣言」の 3本柱の ひとつ に本庄工区干陸を掲げる積極的推

進派とな っ て い る 。 松江市で は景気が後退する 中で 、淡水化凍結を公約に した市長か ら、 干拓事

業積極推進を表明する元神戸市助役の 市長に交代 し、市として の 事業推進の 態度を鮮明 に した 。

　本庄工区 と関連する こ れ とは 別 の 「地元」 の捉え方 として 、山陰の 拠点 として の 中海圏とい う

考え方がある 。 本庄工区の利用構想が検討されたの は 「バ ブ ル」末期で開発志向の 強い 時であ っ

た。これが本庄工区問題に も反映され、都市的な開発が本庄工区利用の 暗黙の 了解 となり、農業
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団体で なく商工 団体が積極的に事業推進を主張する
・
因になる 。 本庄工 区の 利用構想の 検討 と並

行 して 、中海地域 コ ナ ベ
ー

シ ョ ン 構想や中海 ・宍道湖周辺連 合都市構想 な ど中海圏域 をネッ ト

ワ
ーク型の 都市圏 として 整備 し、山陰の 拠点を創ろ うとい う考え方が示 され る 。 さらに 、拠点都

市法の指定を県境 を また ぐ中海圏域 で 受け よ うとす る 試み もな された。県 の 壁 は厚く実現 しな

か っ た が、結局 二 つ の 隣接する 圏域が それぞ れ 拠点都市法の指定 を受け、両者 （6市24町 1村が 対

象）の 間に 両県協議会が設けられた 。

　本庄工 区は こ の ような広域都市圏を創る上で の 大規模開発用地 として期待 される 。 最初の 本庄

工 区利用案で ある ネイチ ャ
ー

リサーチ都
．
市構想で は、山陰中央地域を連携 し、 高次都市機能を備

えた中核都市 を創 る こ とを基 本的視点 とし、 「21世紀に向けた新しい 時代にお ける日本海の 玄関

口 に ふ さわ しい 新た な都市を創造する とともに、日本海文化圏の 核を構築 し山陰地方の 活性化を

図る」　 （本庄工 区土 地利用検討委員会，1990：65）こ とを開発 テ
ー

マ とした。構想検討時の対象

範囲は、中海沿岸 の 米予市、境港市、松江市、安来市、八東町、東出雲町、美保関町で あ っ た 。

　行政 か らみ た本庄工区の 「地元」は、受益地 の ある市町村に 限定する見方 （県の 意志決定に際

し同意が必要 と され る 範囲）と広域的 な見方 （事業に よ っ て一
体的な都市圏整備が 目 さ れ る 範

囲〉の 二 つ に よ っ て捉え られ て い る 。
い ずれ も利益中心 の 当事者設定で あ り、 構想 ・計画 の 中 に

被害を受けるなどマ イナ ス の 影響 を受ける範囲とい う当事者設定の視点は組み込 まれ て い な い
。

い ずれ の場合 も地域 の 基本単位は市町村で あ る 。

　なお 、図3 に本庄工 区問題を め ぐっ て構成さ れ て い る 「地元」の 見取 り図を示す 。

4．2．反対運 動の地域的展開

　反対運動に よ り淡水化は無期延期 とな っ た 。 大規模公共事業を止め た反対運動 として 、中海 ・

宍道湖で の住民運動は大 い に 評価 され て よい
。 ただ、延期決定に よ り

一
区切 りつ い て しまい 、よ

り一般的な親水権の確立や公共事業の あり方、地域計画へ の住民参加の 問題など、淡水化反対運

動を通 じて行 っ て い た主張 をよ り大 きな運動につ なげる こ とには必ず しも成功 しなか っ た。もっ

とも運動は淡水化延期で終わ っ たわけで はな く、財団法人汽水湖研究所の設立 や 、流域内に おけ

る環境問題 と して 各地 に 浮上 して きた ゴ ル フ 場 開発 へ の 対 応
．S ’ な ど新た な活動 を展開 して い っ

た 。

　汽水湖研究所は、汽水湖 として の 宍道湖 ・中海 の 生態系の 理解や環境変化の チ ェ ッ ク、漁業振

興やそ の 他の 湖利用 の あ り方な どを研究する こ とを目的とし、行政に対抗で きる地域の専門家集

団とな る こ とを 目指 して い る 。 研究所は、湖 と関わる住民 と、こ こ に住 んで はい るが 「よそ者」

と見な される研究者、実際に他所に住ん で い る専門家 として の 「よそ者」をつ な ぐ機能を果た し

て い る 〔9 

　本庄工 区の 利用案が示 され干陸推進 の 動 きが み られ る よ うに な る と、淡水化延期後それぞれ の

活動を して い た住民 団体は 中海干拓事業に 関連す る活動を再 開 した。汽水湖研究所に よ る 「本庄

工区問題を考える連続講座」が始まり　（1994年11月一）、先の 「住民団体連絡会」に該当する 「豊

か な汽水域を後世に活かす市民会議」　 （以下 「市民会議」）が組織 され た （同年12月）。 新た な

連絡組織の もと、 島根県が事業再 開の 要請を出すまで 本庄工 区干陸の 賛否を問 う住民投票条例の
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図3　本庄工 区 問 題 をめ ぐ る 「地元 」の 構成
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＊ 図中の 高さは本 問題 に関する 各派の 組織 化 の

階 ■を 示す。全 県的組織で も運絡組揃の
一
構

成団体 や単独の 活動団紘は下 段に 示 した．

直接請求な ど を行い 、県が態度を表明 し判断の 場が国 に移 っ て か ら は全国規模の 大規模署名運動

屠 名数約54万人）な どを行 っ て い る 。

　　「市民会議」は 、前身の 「住民 団体連絡会」を踏襲 し、鳥取県の 団体が2段階に組織 され て い

る 。 島根県が事業再開要請の 判断を
．
ドす立場にあ り運動の 交渉先であ っ た こ と、県民 の 直接請求

を活動の柱に した こ となどか ら、歩調 を合わせ る と こ ろ は合わせ 、 独 自に活動すると こ ろ は独自

に活動 して い る。構成団体の 顔ぶ れが若干変わ り、中海側 の 活動が盛ん になっ た 。 淡水化問題 時

に宍道湖 に注目が集まっ た の と対照的に今回は 中海が議論の 中心に なっ て い る 。 構成団体の 活動

の場や関心 の持ち方か らみ ると、 「地元」の 範囲は特定で きない もの の 、そ の 重心は宍道湖か ら

中海に移動 した とい える
Ill〕 

　鳥取県側 の 運動は 「住民 会議」 “ 1） が主導して い る 。 淡水化問題時に も米子市へ の 直接請求な

ど独 自の 活動 を行 っ たが、中海に焦点が 移 り、よ り積極的に なっ た 。 淡水化延期決定後、事業に

反対する よ うに な っ た 米子市
〔1！〕 と協調的な関係を築い て い る 。

　米子市は主旨に干陸反対 を唱 っ た水郷水都全国会議 （ig97年 ・
米子市）を後援 し、市長は本庄
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工区を批判する挨拶を行 っ た 。 以前の労働団体が実働部隊 として動 い て い る とい う印象は薄れ、

会の メ ン バ ーに市議会の 全会派が加盟するな ど多方面か ら支持 され る 運動にな っ て い る 。 さ ら に

「調べ よう ！　 みんなで 中海」とい う自主ア セ ス を活動に取 り入れ、中海の水質や 動植物 、 漁業

など に つ い て 沿岸住民を巻 き込んだ活動を行 っ て い る。 また、鳥取県西部の市町村を取 り込むべ

く干陸反対の 陳隋を行い 、それ らの 多くが採択 され て い る 。 その結果を国との 交渉に用 い 、本庄

工区の 問題 に米子 ・境港市を越 えた鳥取県西部の市町村を当事者 として位置づ けよ うと して い

る。

　中海漁協 も本庄 工 区問題 で重要な役割を果た して い る。淡水化問題時には宍道湖漁協が注目さ

れたが、本庄工 区問題 で は宍道湖漁協の 関わ りは 間接的で 1131、む しろ 中海の 漁業者が よ り直接

的な立場にある 。 そ して 実際に署名集め の 先頭に 立 つ な ど積極的に活動 して い る 。 本庄工 区問題

で反対運動は、中海の 漁場 として の 復活を大 きなテ ーマ の ひ とつ に掲げて お り、中海漁協組合員

をは じめ とする中海の 漁業者はこれ か らの 中海漁業の担い 手になる と位置づ け られ る 。 本庄工区

問題 は、名目的には農業の 問題 だが 、産業振興 とい う観点に 限れ ば、実際の 争点は本庄工 区に都

市的な利用を想定するか、湖の環境 を守 り漁場 と して復活するか にある とい える 。

　 さら に、中海 に面す る松江市本庄地区 、八束町、美保関町 の住民の運動へ の 参加 も新たな動き

で ある 。 本庄地区で は、汽水湖研究所が 中海を知る試み の ひ とつ として魚の 観察会を企画 し、そ

れ に協力 した地区住民が 中心 に な り 「本庄地区中海の 自然を守る会j が組織 された 。 署名集めや

各地 の 団体との 交流、政党などの 視察へ の 協力などを行 っ て い る 。 淡水化の 時は署名に協力する

程度で 主体的な参加は して い なか っ たが、本庄工区の 問題 に な り自分たちの 問題 と考える人が現

れる ようにな っ た 。 地区住民 に と っ て、中海は子供の 頃か ら慣れ 親 し ん だ景観で ある と同時に漁

場で もある 〔14｝
。 また、堤防に よ っ て背後の 111か ら流れる川の 流出が制限され洪水へ の懸念が生

じる とともに、干陸による地下水位の低下が井戸 水に影響するの で はない かと考えられてい る 。

　松江市で は全市的な観点か ら本庄工区の 問題が語られるが 、 本庄地区に は事業の情報は限られ

た形で しか入 っ て こな い 。 現地で は次の ような声が聞か れ る 。

　「20 年以上 前 に 堤 防建設 に 関す る 交渉が な さ れ た こ とが あっ たが 、その 時 に は決着が つ か ず そ の ま ま に

な っ て い る。そ もそ もそ の 時 に話を聞い た人の 多 くは代替 わ りして おり、今 の 人は話 を 聞い て い な い 。

市議 ・県議 に つ な が る 地区の 役員が 支持す る こ とで 地 区全体が合意 した こ とに され て い る 。本庄 工 区の

将来像に つ い て も、こ の ま まで は沈滞 して し まう、学校 も統合 され て しまうと危機感 は煽 られ る もの の 、

具体策はな く、大学が移転するらしい とか、遊園地が つ くら れ る、ビ ル が 建 つ な どの 噂が 流 れ て い る 。

しか し 、 計画上 は 農地 で あ り、さ ら に 松江市長 は干陸地 を産業廃棄物 で 埋 め 立 て て は ど うか と提 案 して

い る」。

　産廃発言は 本庄工 区問題で 反対運動が再決起するきっ かけに な っ た 。　「地元」市長の 提案は最

近の他地域の 動向を考えれ ば 、 お よそ 「地元」 らしか らぬ発言とい えな くもない
。 事業推進派は

「反対派は新住民 と外部の 人間で ある」と ア ピー
ル する 。 例 えば、松江 商工 会議所会頭は 「地域

外や新 しい 住民か らの 声もあるが、長年こ の 地域 に住ん で い る住民の声 に耳 を傾け 、 干陸を進め

て ほ しい 」 と発言して い る （山陰中央新￥R，　 1995年9月 12日）。

176

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Association for Environmental Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　for 　Environmental 　Sooiology

論 　　文

　八束町で は、新聞へ の 投書が きっ かけで 反対運動の 組織 「八束の 自然を守る会」が生まれた。

それ まで も漁業会が署名集め などの 活動を行 っ て い たが、か つ て補償を受けてい る漁業会主導の

活動にはつ い て い けない と考える住民 もお り、漁業会 とは別の 立場か ら始め た活動に 八束町民 の

支持が集ま っ た 。　「市民会議」の 活動に協力 して 署名集めな どを行 っ たほか 、 八 束町独自 の署名

集め を行い 、町 の 有権者の 8割 を越す署名 ととも に本庄工 区干陸に 反対する陳情を町に行 い 、そ

れが無視され る と 「地下水保全条例」の 制定を町 に対 して 直接請求 した 。 町民は 、 事業に よ り、

微妙なバ ラ ン ス の 上 に成 り立 っ て い る地下水系が乱れ、地下水が塩水に なっ て しまうこ とを懸念

して い る 。 しか し、町長が住民は 問題 をよ くわか っ て い ない とい う見解を示 し、 署名や直接請求

は簡単に否決され て しまっ た 、 こ の 他に も美保関町森山地区の 町内会や東出雲町の 団体など、淡

水化問題時には運動に関わ りを持たなかっ た人たちが、本庄工区問題で は運動に参加す るように

な っ て い る 。

　以上 の ように、地区に よ っ て問題の認識の 仕方や運動に参加す る動機、活動の 仕方が さまざま

であ り、諸団体は 「市民会議」を介して連携 し、ひとつ の反対運動が構成 され て い る 。 そ して 、

全体 と して 反対運動を担 っ て い る人 々 の 集団 として の 「地元」の 核が形成され る 。 反対運動の 唱

える 「地元」は活動に直接参加 して い る人 たちだけか らな る の で は なく、そ の支持層 も含めて考

え られ て お り、そ の 生 活圏域が 「地元 」の 範囲と い うこ とになる 。

　反対運動で は さまざまな 「地元」概念が使われ て い る 。 全国か ら署名を集め 、 国に陳情す る際

は両県が 「地元」となる 〔IS）
。 鳥取側で は県西部の 市町村を 「地元」市町村 と位置づけようと し

て い る 。

一
方、事業の 諸問題 を ア ピー

ル する場合は 、 本庄地区の 洪水や漁業の 問題なら本庄地区

住民 、 八束町の 地下水問題 なら入東町住民、中海漁業の 話なら沿岸の 漁業者など、懸案事項に応

じた当事者を設定し、それぞれが 「地元」住民になる 。 島根大学の何人か の研究者は、運動の オ

ピニ オ ン リ
ー

ダ
ー

と して 、情報提供者と して 重要な役割を果た して い る が、実際に長年の 住民で

あっ て も 「地元」住民 と見られ る こ とはあ ま りな く、よ り
一

般的 ・客観的な立場に立つ 存在と認

識 され る 。　「地元 」の 概念は、自らの 立場を正当化し、運動上 、 有効な主張が で きるか どうか に

よ り 、 適宜 戦略的に 用 い られ て い る 。

5．結論

　環境の 改変が環境問題 になるの は 、 問題化する主体が存在する からで あ り、そ の ひとつ として

住民運動の役割は大きい 。 開発事業で は特定の 場所の 意味づ けや利用法が問題 に なる 。 その場所

と住民の 関わ り方は多様で利害関係 も複雑 に絡み合う。 なお、こ こ で の利害は経済的なこ とに限

定 され な い
。 大規模 な事業で あれ ば関係する範囲 も広 くな り、利害対立 は社会的な問題に もな

る。それは単に ロ
ー

カル な問題に とどまらず、よ り
一
般的な意味を持 ちうる。ただ根底 に は対象

と何 らか の 関わ りを持 つ 住民の 視点がある 。 そ して個別の 環境問題 には地域性が必然的に反映さ

れ、その 解決には、機械的な対応が可能だ と して もそ うす べ きで な く、地域性 へ の 配慮が不可 欠

で あろう。

　しか し 、 配慮す べ き地域 をどう把握する かは難 しい
。 空間的な線引きは 、 恣意的ではあるが、

177

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Association for Environmental Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　for 　Environmental 　Sooiology

淺野 ：地 域環境問題に お け る 「地元」

現実に は単純に処理 で きるために よ く行われる 。 計画立案や政策決定に おける 当事者認定の甘 さ

や 当事者軽視の 姿勢は、環境問題の 本質とは次元は異なるが、問題 が立ち hが る きっ かけにな

る 。 それに もかか わ らず当事者地域 を線引きする こ との是非や地域計画手法 と して の線引 きの仕

方は あまり議論 されな い
。

　本稿で は、それへ の 問題提起 を意識しつ つ 、地域環境問題の 当事者 として の 「地元」が空 間的

に どの よ うな広が りを持つ もの として 意識 さ れ て い る か を示 した 。 行政 は、当事者 の 範囲 （＝

「地元」）を、県や市町村 を単位 と して 、 事業の マ イナ ス の 影響を受ける か どうか で な く、事業

の計画地 があるか どうかで定める 。 しかも、それは事業や計画を進める上 で の 都合に応 じて使い

分けられ る 。 受苦圏に あ っ て受益対象か らはずれる市町村は 、県や国に陳情 した り、 間接的で は

あるが 反対意見 を表明 した りと 「外」か ら事業 に圧 力をかける こ と に なる。…P方の反対運動は、

「地域の 多数派になる」 こ とをテ
ー

マ に してお り地域 （＝ 「地元」）の 意識は強い 。 ただ し 、 枠

をはめる の は 運動 にプラス とならない ため、　「地元」の範囲を設定す る こ とはな い 。　「地元」は

暖昧で ある か ら こ そ幅広 い 支持 を集め られる。　「地元」は ひとつ で なく、県へ の 直接請求で は県

域を、湖 との 関わ りをア ピール する場合に は 湖 の利用者 を想起させ る 地区を意識するな ど、主張

する 内容や 目的 、 期待す る効果を勘案 して 使 い 分 け て い る 。　「地元」 とい う言葉は、開発 が らみ

の環境問題 にお い て、事業推進派 ・反対派の双方 に とっ て 戦略的な資源と な る
。 反対派の 数が少

なければ推進派が反対派の 存在を否定するため に使 い 、反対派が多 くの住民の 支持 を集める よう

に なれ ば反対派が推進派の不実 を非難する ため に使 うこ とにな る 。

　 「よそ者」論 は、人 と環境の関わ り合い を考え、環境問題 における環境理念 に つ い て考察を深

め る有意義な視点で ある 。　「よそ者」の 対概念と して 「地元」を捉 え、　「よそ者」の普遍的な視

点 と 「地元」の 地域的 な視点の 相互作用 の 中か ら生まれ る新 しい 環境観 を基に環境問題 に ア プ

ロ
ーチ する もの とも理解で きる 。 こ れは計画論と して も環境に対す る評価基準 をどう定めるか と

い う方向に展開 で きる。価値観の 定 ま ら な い 計画が取 り返 しの つ か ない こ とを招 く危険性 を考え

れ ば、そ の 試み は重要で ある 。

　こ れ と は 別に計画論として 「地元 ／よ そ者」の 関係 を考 える場合、　「地元」が具体的に何 を指

すの かに注目 し、当事者 をどの ように計画立案過程に参画させ る の か とい う、方法論 と して の

「地元」論もあ りうる 。 それは機能的 な 「地元／ よそ者」論とい うよ りは、技術的問題 を含む空

聞的な視点か らの 「地元／ よそ者」論で もある 。 地域 開発が らみ の 環境問題 が 各地 で 問題にな

り、今後もい ろ い ろな問題が起こ る こ とが予想される現状で は 、 合意形成の あ り方を考 える方法

論 として の 「地元」論 に つ い て の議論が必要で あ る。

注

（1）島根大学研究者の 運動へ の参画や 、汽水湖研究所 の 「本庄工 区問題 を考 え る連続講座」 、 「美 しい 中

　 海 を守 る 住民会議」の 「調べ よ う ！　 み ん なで 中海」な どは 、 「切 れ て し ま っ た」関係 に気 づ こ う、つ

　 なご うとい う試み と して 、ま さ に 「よ そ者」の 存在が 大 きな役割 を果 た して い る事例 で あ る 。 筆者 は 、

　　「地元／ よそ者」論 を メ タ ・レ ベ ル の 環境運動 と環境 理念 の 評価の 普遍的 な枠組み と限定 して 捉え る （鬼

　 頭，1998：54） の み で な く、計画論まで 視野 に 入 れ た議論 として検討 で きない か と考 えて い る 。 た だ、本
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　稿で は そ の 前段階 と して 「地 元」の 空 間的 な使 わ れ 方 に つ い て 論 じる 。

（2）宍道湖の 漁協 は 宍道湖漁協 ひ とつ で 、組合員数 は淡水化が 凍結 され た 1988年で 1，358人、1996年 で も

　1，340人 と安定 して い る。シ ジ ミ漁 に よ る 収入 が そ の 大きな要因で あ る。一
方、中海で は最大の 中海漁協

　他、複数の 漁協が ある 。 宍道湖と比べ 沿岸の 開発が 進み水質が 悪化した こ と、中海干拓事業に 際 し漁業

　権を放棄 し毎年更新の 許可漁業が行 わ れ る に すぎない こ と などか ら漁獲量は大きく減少 し、漁業者 は減 っ

　 て い る。

（3）県内総生産 は、全国で 島根県が46位、鳥取県が47位 （1994年）で あ る 。 島根県 は県民総支出に 占める

　公的投資の 割合が 17．3％ で 全国 1位 （1994 年度）で 、生産額や 就業人口 に 占め る 建設 業の 割合も全国 上 位

　 に ラ ン ク され る。

（4）富栄養化防止条例 （1985年、署名数26，728人、否決）と景観保全条例 （1987年、135，408人、否決）で

　あ る 。 2年間で 署名数が 大 き く増 えて お り、県民 の 関心 が 急 に 高まっ た こ とが わ か る。名称が事業とは直

　接関係 なく見える が、い ずれ も宍道湖 を汽水湖 と規定す る こ と を求 め て お り、採択す な わ ち淡水化中止

　を意味す る 。こ の 他、米子 市 で は 住民 投票条例 が 直接請求 され た （1988 年、44 ，951人、可 決）。

（5）事業推進を求め る県や経済界 は、中海圏域を山陰の 中核的な都市圏 と して発展 させ る ため の 種地 と し

　て 本庄工 区 を活用 した い との 姿勢 を強 く示 して い る （淺野，1998）。

（6）13団体 よ りな り、うち8団体が 米子市内に 事務局 をお く。

（7）新 しい 農地 に は 「暫定」水源以 外 に 水源が な く、漁業に つ い て は淡水域漁業 な の か汽水域漁業な の か

　の 方向が 明確 に で きない 。

（8）住 民 団 体連絡会 は 「ふ る さ と を守 る ゴ ル フ 場問題島根連絡会」を設立 し、流域 の 環境を守 る との 観点

　か らゴ ル フ 場問題 に積極的に 関与 した 。 淡水化問題 を通 じて 構築され た 全県 的 ネ ッ トワークが そ の 基礎

　 に あ る 。

（9）研究所 は、共同研究 や情報交換 の 場 と して、国内外 の 研究者 をつ な ぐ窓 口の ひ とつ で ある 。 公 開講座

　を継続 して 行 い 、市民向け の 情報提供や 活動の ネ ッ トワ
ーク化 に 資して い る。特 に 、研究所 関係者 と宍

　道湖漁協 は淡水化問題以来の つ きあい が あ り、漁協 の 運動 に必要 な データや資料 を提供 した り、環境 や

　湖利用 の 考え方な ど を示唆 し て い る 。 逆 に、漁協が 財政 面や 水産関係調査 に 協力 して 、研究所 を支え て

　 い る面 もある。

（10）淡水化問題時 に は 「一斉清掃をや ろ うと呼び か け た 場合、松江 で は
…
般の 市民が 出 て くる が、安来で

　は一
般市民 はお ろ か 会の 人間も出て こ な い 」 「松江で は宍道湖を守ろ う 1　 の 合い 言葉で 人 が集まるが、

　安来 で は 自然保護の 意義か ら考えて い か ない と人が 動か な い 」 とい う発言 が 聞か れ る ような状況 もあ っ

　 た （1988 年に 行 っ た 中海側 の 運動の リ
ーダーか らの 聞 き取 り） 。

（1D 淡水化問題時 に は 「ふ る さとの 自然 を守 る住民会議」 で あっ た が本庄工 区問題時 に は 「美 しい 中海 を

　守る住民 会議」に名称 を変更 した。

（12＞米子市は、淡水化問題時 に は農業団体からの 淡水化推進の 強い 要望 との 板挟みに なり、明確な態度を

　示 さ なか っ た 。 しか し延期決定後、住民団体か ら出 され て い た住民投票条例制定の直接請求を可決し 「中

　海淡水化賛否 に つ い て の 市民投票 に 関す る条例」 を制定 した 。 さ らに 干拓 地 の ひ とつ で ある 彦名工 区 を

　事業途中で 買い 取り、湿地環境 を保全 し米子水鳥公園を 開設す る な ど、中海の 環境保全の 姿勢 を強め て

　 い る。

（13）宍道湖漁協 は 中海の 荒廃 は宍道湖 に影響する 、また 本庄工 区が 干陸され る と結局水源が必要 に なり淡

　水化 も復活 しうる とい う観点か ら活動 に 関わ っ て い る。

〔14）　「専 業 漁 師 は3人 に 減 っ て しま っ たが 、魚 が とれ る な ら漁 業 をや っ て もよ い とい う人 は お り、漁 を辞

　め て も船 は残 して ある 。 堤防で 囲 まれ て か ら採れ な くな っ た ア カ ガ イ とア サ リが採 れ る よ うに なれ ば と

　 い う期待 が ある 。 た だ、反対運動で 漁業振興が 強 く打 ち 出 され て い る が、あ ま り漁業 を強調 さ れ る と 自
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　分の た め に 運動 して い る と思 わ れが ちで地 区 で は か えっ て や りに くい 。 む しろ ふ る さ との 景観を守る こ

　との 方が、地区住民皆の 問題 に な る」 と本庄 地 区の 団体 の リーダ ーは 述 べ て い る 。

（15）署 名の 集計 の 仕方 に して も県内 と県外 に 分 け られ て い る．ち なみ に県内約28万、県外約26万 人 だ っ た

　 （1996年8月）。淡水化問題時 に は 市町村別 に 集計 され て い た 。
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           SPHERES  OF  
"The

 LocaP' (JIMOTO) :
             THE  AREA  CONCERNED  WITH

   LOCAL  ENVIRONMENTAL  PROBLEMS  THROUGH

THE  CASE  OF  THE  LAND  RECLAMATION  PROJECT  OF

 LAKE  NAKAUMI,  SAN,IN  REGION,  WESTERN  JAPAN

ASANO  Toshihisa

          Faculty of  Integrated Arts and  Sciences

             HIROSHIMA  UNIVERSITY

l-7-1 Kagamiyama,  Higashi-hiroshima, Hiroshima, 739-8521, JAPAN

    In Japanese, we  sometimes  use  the words  
`Simoto"

 and  
"yosomono"

 in relation

to regional  development problems, 
"Jimoto"

 means  local residents  or  the area  where

they  live. The term  is frequently used  as grounds forjustifying a party's concern  with

regional  development problems. In contrast,  the tetm  
"yosomono"

 refers to an  outsider

participating in a local environmental  movement,  sometimes  with  a  stigmatizing

connotatlon.

     This  paper considers  the  strategie  use  of  the  term  
"local

 resident"  ljimoto) by

both government and  protestors through a case  study  of  a land reclamation  project in

Lake Nakaumi and  the environmental  movement  opposing  it. National and  local

governments define 
"local

 residents"  as  those living within  the administrative  district

where  a project is situated, not  as all those affected  by the project.

     The  environmental  movernent  uses  the term  
"local

 resident"  more  diffusely,

according  to strategy.  For example,  opponents  of  the Nakaumi  Lake  project asserted

that they represented  the residents  of  Tottori or  Shimane Prefectures (areas much  larger

than an  administrative  district) when  they  demanded  the application  of  prefectural
ordinances  or  submitted  petitions to the national  government. But when  they regarded

the immediate pollution effects  of  the project, they used  the term  
"local

 resident"  to

refer  to those living in the immediate area  of  the project (an area  smaller  than  an

administrative  district).

    Accordingly, I conclude  that the concept  of  
"local

 resident"  gimoto) is defined

and  used  as  a  strategic  resource  for both supporters  and  opponents  in order  to justify
their position. The  variability  of  definition ofjimoto  may  be an  obstacle  to achieving
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regional  consensus  and  should  be considered  by planners when  defining the area  of  a

regional  development project.

Keyveords andphrases:  Lake IVakaumi, Lake Shiru'i, public enterprise,

     environmental  movement,  regional  character
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